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実質化された人・農地プラン

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

　担い手への農地集積・集約化を促進するため、出し手と受け手のスムーズなマッチング調整体制を整備す
る。

　新規参入を促進して、新規参入者及び中心経営体への農地の集積・集約化を図る。

　農地所有者は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

　農地の利用集積を進めるため、農業後継者や新規就農者の育成に積極的に取り組む。

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 45.00

 ④ 地区内において、今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 178.79

（備考）

２　対象地区の課題

　地区内の75歳以上の耕作者の割合が、令和５年には38.6％と年齢階層別にみると最も高くなる予測結果
となり担い手の確保が急務である。

３　対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　県営の大規模な整備事業が完了しており、集積実績も高い水準を保っている。今後はスマート農業の導入な
どによる農作業の効率化を図り、さらなる農地の集積・集約化を推進する。

　中心経営体である認定農業者や法人が、新規就農者等の受入を促進することで、農地利用の総合的な効率化
を図る。

　事業を活用して農道、水路等の整備を施したこと、またこれに伴う集積・集約化が進んだが、さらなる担
い手への集約化を進めるための体制整備が必要である。

市町村名 地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

 ② アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者または耕作者の耕作面積の合計 186.99

 ③ 地区内における７０歳以上の農業者の耕作面積の合計 168.00

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 22.00

寒河江市 平成25年3月21日 令和5年3月17日

１　対象地区の現状

 ① 地区内の耕地面積 434.00

西根地区

（東町、君田町、住吉町、十二小路、
仲、北、石川、下河原、宝、日田）


